
有期契約労働者等を正規雇用労働者や多様な正社員等に転換または直接雇用した事業主に対して助成されます。

“返済不要” の助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組みませんか?

キャリアアップ助成金
（正社員化コース）

受給できる事業主 ※下記以外にも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります。
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主

受給内容

取り扱い機関
都道府県労働局、公共職業安定所

無期雇用労働者有期雇用労働者

４０万円（３０万円）１人あたり８０万円（６０万円）重点支援対象者（※１）

２０万円（１５万円）１人あたり４０万円（３０万円）上記以外


